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令和８年度 沖縄県職員健康診断業務委託仕様書（案） 
（本島内一括委託用） 

 
１健康診断の種類 

下記の健康診断について、労働安全衛生法第 66 条および労働安全衛生規則第 43 条～45 条等で求める

健診項目および健診方法を厳守して実施すること。また、沖縄県が指定する項目については当仕様書のと

おり実施する。 
複数の健康診断を同時に受診する場合、重複する検査項目は1回のみ実施する。 

 （ア）雇入時健康診断（法第66条第1項、安衛則第43条） 
 （イ）定期健康診断（法第66条第1項、安衛則第44条） 
 （ウ）特定業務従事者健康診断 

（法第66条第1項、安衛則45条、安衛則第13条第1項第2号に掲げる業務） 
（エ）深夜業務者の自発的健康診断（法第66条第2項、安衛則第50条の2~4） 
（オ）海外派遣労働者健康診断（法第66条第1項、安衛則第45条の2） 

 （カ）特殊健康診断 
    ① 有機溶剤健康診断（法66条第２項 有機則29条） 
    ② 特定化学物質健康診断（法66条第２項 特化則第39条第1項） 
    ③ 電離放射線業務従事者健康診断（法66条第２項 電離則第56条） 
    ④ その他必要に応じてじん肺健康診断および高気圧作業従事者健康診断、鉛健康診断、四アルキル

鉛健康診断、歯科健康診断、石綿健康診断等、法令で義務づけられている特殊健康診断 
  （キ）その他知事が認める健康診断として 
    ① 有機りん取扱者健康診断（昭和31年5月18日 基発308号） 
    ② 血液取り扱い業務従事者健康診断（B型肝炎ウイルス抗原・抗体検査） 
     
２健診時期、回数、場所、健診対象人数等 

 （ア）県が提示する日時、場所で行う健診は、本島内（本庁・那覇・南部・中部・北部の5地区）で、原

則として6月～8月（予備日として８月）の間に実施する。ただし、県または健診機関の都合上変

更が必要な場合、両者の可能な範囲で協議して決める。 
 （イ）年2回必要な健診については、原則として1回目を6～7月、2回目を12～1月に行ない、1回目

は県が提示する日時、場所で行う健診場所でできる場合には同時に行うが、同時に実施できない場

合、および 2 回目は健診機関の施設で行う。年度途中の配置換えや雇い入れ等によって必要とな

る健康診断については随時健診機関の施設にて行い、2回目は約半年後に実施する。 
 （ウ）職員健康管理センター健診担当者(以下、センター担当者)は、下記に掲げる健康診断の2回目の健

診対象者を健診機関へ11月末までに報告する。 
   ① 特定業務従事者健康診断 
   ② 有機溶剤健康診断 
   ③ 特定化学物質健康診断 
   ④ 電離放射線健康診断 
   ⑤ 有機りん剤取扱者健康診断 
   ⑥ その他、高気圧作業健康診断、石綿健康診断、鉛健康診断等、該当する健康診断を必要とする職員

がいる場合、当該健康診断 
（エ）その他、下記に掲げる職員は、随時個別に健診機関の施設で行う。 

   ① 集団で行う健診や人間ドック等を受けられなかった者 
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    ② 海外派遣労働者(派遣前・帰国後) 
    ③ 年度途中の新規採用者 

④ その他健康管理センターが指定する者（車椅子使用中などで集団健診の会場で受診することが

難しい職員等） 
(オ)  健診対象者数は、前年度の受診者数を参考とし、2,700人の見込み。（うち、職員健康管理センター

が費用負担する職員は2,640人の見込み。後記６（イ）及び（ウ）は60人の見込み。）※見込み数で

あり確定した数字ではない。 
(カ)  海外派遣労働者については、1月下旬までに担当者より対象者リストを送付後、２週間以内のなるべ

く早い時期に受診できるようにする。(対象者は例年3人程度) 
(キ)  その他、随時依頼する個別の健診については対象者リストを送付後１ヶ月以内なるべく早い時期に

受診できるようにする。 
(ク) 感染症の流行状況によって健診を延期する必要がある場合は、健診実施が可能となった状況において

対応すること。 
 

３健診予約、受診者リスト等 

（ア）集団健診（巡回で実施する健診） 

    センターが提示する集団健康診断予定表に県が指定した日時、会場にて巡回健診を実施する。       
センター担当者は４月末までに健康診断の種類、県の産業医が必要と判断する健診項目等の健診情報 
を含む健診対象者名簿、集団健診実施日４日前までに会場・日時ごとの予約者名簿を健診機関へ提供 
する。 

（イ）個別健診（個別で健診機関へ受診する健診） 
      ２健診時期、回数、場所、健診対象人数等（エ）で示している①～④の職員が対象となる。センタ 

ー職員は対象者が判明した場合は速やかに対象者リストを健診機関に提供し、各職員が直接健診機 
関に連絡し予約する。 

 
４県が指定した日時・会場にて行う集団健診（巡回で実施する健診）の実施方法 

（ア）健診スタッフ 
① 1回あたり100名～180名（午前約70～100人、午後約70人）の受診者に対し、1人あたりの受

診時間を約1時間以内で終えるような配置にすること。 
   ② 健診スタッフは名札を着用すること。 
（イ）健診スタッフの職種 
   ① 現場管理責任者（以下、責任者とする） 
   ② 医師(診察) 
   ③ 診療放射線技師 
   ④ 看護師 
   ⑤ 臨床検査技師 
   ⑥ その他必要な職種 
 （ウ）健診機関は、健診の円滑実施を行うため、下記の項目に対し、センター担当者および各巡回健診職 

場の会場担当者（以下、会場担当者）と調整し、指示に従うこと。 
  〈健診開始前〉 
   ① 各健康診断に必要な受診カード、問診票、尿・便検査等の採取容器については、各課（本庁）及び

出先機関単位でまとめ、職員健康管理センターへ届けること。（本庁各課、出先機関毎に必要な数

の検査容器を分別し封筒などに封入した状態にすること。） 
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② 責任者は会場担当者の連絡先リストをセンター担当者から受け取り、健診実施前の会場点検およ

び健診実施当日の運営については会場担当者と調整すること。別紙：会場設定チェックリストを使

用する。 
③ 健診実施に必要なスペース・照明・電源・水回り・遮音・遮蔽・駐車場の確認等を健診実施前まで

に行うこと。 
〈健診当日〉 
④ 健診機関の責任者は、健診の実施中は、センター担当者および会場担当者と常時連絡がとれるよう

にし、連絡は迅速かつ適正に対応すること。 
⑤ 責任者は、別紙：業務日報の書式例を会場担当者に提示し、健診実施後に会場担当者に遅滞なく業

務日報等を提出すること。   
   ⑥ 健診実施に必要な電源に対しては、予め調査し、電源不足が懸念される場合は健診機関が自家発電

等を用意し、電源を確保すること。 
   ⑦ 健診実施で発生する廃棄物等は、適切に取り扱い、健診機関が廃棄すること。  

⑧ 会場施設内の会場案内については、会場担当者と調整し受診者がわかりやすいように明示するこ

と。(健診開始前の会場設定確認時に会場案内の張り紙等を掲示する場所は会場担当者と打ち合わ

せしておくこと) 
⑨ 受診者の身体に触れる部位の健診機材は、衛生面を保持し、感染防止がなされていること。（例：

眼底検査機の顔面接触部など） 
⑩ 基本的な感染予防対策について、委託医療機関として必要な対応をすること。 

   ⑪ 尿検査は、健診を受診する職員が、事前に採尿をし、採尿容器を健診当日に提出する方法とする。 
   取忘れの職員は、当日、採尿コップに採尿をして提出する方法とする。 
⑫ 松葉づえ、車いす利用等の職員が、出来る限り定期健康診断会場で受診できるように手配するこ

と。 
     
５健診結果報告について 

（ア）健診機関が提出する報告書は、全ての健診の受診者毎に、分かりやすく健診の判定結果が記載され

ていること。 
（イ）健診結果は、受診後、約１ヶ月以内に①～➉のとおり報告すること。 

報告書類やデータの提出日については毎月１０日、２０日、月末にまとめて（それぞれの日が休 

日の場合はその前の業務日とする）送付すること。送付の際、簡易書留を用いる場合は、簡易書留 

料金の支払いが確認できるもの（郵便局の明細等）を提出すること。 
 

〈１健康診断の種類（ア）雇入時健康診断～（オ）海外派遣労働者健康診断について〉 
① 受診者本人用に健診結果を１部作成し、個人通知用封筒に封入し、受診職員分をまとめて該当職場

へ簡易書留にて送付すること。 
②  職員健康管理センターへの提出用に、健診結果の電子データを作成すること。電子データはエク

セル形式かつ指定された配列・データの入力規則でデジタル化し、５（イ）で示した時期に、外部

記録媒体（CDROM等）にて職員健康管理センターに提出すること。また、１（ア）雇入時健康診

断（イ）定期健康診断の健診結果については、全職員のデータをＸＭＬファイルにて健康管理セン

ターへ提出すること。その際、記号番号欄の空白が無いよう留意すること。（別紙１、別紙２参照） 
③ （オ）海外派遣労働者健康診断の結果については健診実施後、できるだけ迅速に報告すること。 
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〈１健康診断の種類（カ）特殊健康診断について〉 
  ④  健診結果を各種個人票に診察医が記録・署名後、職場へ届けること。また、複写を職員健康管理

センターへ健診結果とともに提出すること。 
  ⑤  ④で作成した個人票とともに、データは、エクセル形式かつ指定された配列・データの入力規則

でデジタル化し、５（イ）で示した時期に、外部記録媒体（CDROM等）にて職員健康管理セン

ターに提出すること。 
⑥   特定化学物質健康診断について、二次健康診断の実施をした場合は、二次健診の結果を含めた内

容をまとめて報告すること。  
  
〈１健康診断の種類（キ）その他知事が認める健康診断について〉 

⑦  受診者本人用に健診結果を１部作成し、個人通知用封筒に封入し、受診職員分をまとめて該当職

場へ簡易書留にて送付すること。 
⑧  職員健康管理センターへの提出用に、健診結果の電子データを作成すること。電子データは、エク

セル形式かつ指定された配列・データの入力規則でデジタル化し、５（イ）で示した時期に、外

部記録媒体（CDROM等）にて職員健康管理センターに提出すること。 
 
〈その他〉 

 ⑨ 責任者と健康管理センター担当者で取り扱う個人電子情報のやりとりは、パスワードをかけるこ

と。 
  ⑩ 健診機関は、健診結果を判定した判断根拠の資料を職員健康管理センターへ提出すること。 
   
 (ウ) 健診の結果、緊急に対応が必要と思われる検査結果、胸部X 線で結核が否定できない場合等、お

よびパニック値／緊急報告値などが測定された際にはただちに本人への受診の勧奨とともにセン

ターへ報告する。 
 
６支払いについて 

（ア）健診機関は 1 ヶ月ごとにまとめて速やかに職員健康管理センターへ請求書を送り、職員健康管理

センターは速やかに支払うものとする。 
（イ）人事委員会事務局、監査委員事務局は支払を各自が行う。 
（ウ）下水道課（下水道事務所、那覇・宜野湾・具志川・西原浄化センターを含む）と中央卸売市場は支

払を各自で行う。 
        ※下水道課については一部（職員健康管理センターが指定した職員分）については支払いを職員

健康管理センターへ請求すること。 
 
７個人情報の取扱いについて 

（ア）「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人情報の安全確保について適切な措置を講ずる義務を負う。 
（イ）また、健診機関は、職員個人の希望で当該職員の健康診断結果に基づき、診断書や紹介状、情報提

供書等が求められた場合は、対応すること。 この場合の対応の責任、費用等は健診機関と職員の

個別の私的な問題であって、県は関与しない。 
 
８その他 

 (ア)  特殊健診(特定物質健康診断)について、二次健診の実施が必要と判断された場合は二次健診に必

要な検査項目と見積もり金額を県へ提示すること。 
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   (イ) その他、この仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義が生じた場合は、双方が信義誠

実の原則に従って協議のうえ、これを解決し必要に応じて書面により確認するものとする。 
 
９追加項目 

  (ア)  感染症流行予測調査事業への協力（要請があった場合） 

厚生労働省が主体で行っており、県が実施している事業である。健診機関は、採血及び採血し

た採血管の処理・提供の協力を行うこと。調査内容の詳細（実施人数等）については決まり次第、

連絡します。 
   (イ) 市町村から配布されている風しん抗体検査無料クーポンの対応 

｢職場における風疹対策の取組について(総行安第 7 号 平成 31 年 2 月 21 日)｣、「地方自治体に  

おける風疹抗体検査の徹底について（総行案第６号 平成2年1月31日）」で総務省や厚生労働省 
より協力依頼されている件について、市町村よりクーポンが配布されている職員については、巡回

健診時に対応できるようにすること。また、クーポンを利用された職員の数について健診実施後に

センター担当へ報告すること。 
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 健康診断種類別検査項目・対象者等 
 
（ア）雇入時健康診断（法第66条第1項、安衛則43条） 
       毎年4～8月に採用された職員の雇入時健康診断は、6月～8月の県の提示する場所・日時による

健診で、できる限り直近の健診機会に受診・実施する。それが受けられない場合、または、その他

の時期に採用された職員については、健診機関の施設で実施する。検査項目、内容等は以下の通り。 

検査項目（法定項目） 内容 
単価(円) 
(税抜) 備考 

① 既住歴及び業務歴の調査 問診   円 妊娠しているなど腹

囲が内臓脂肪の蓄積

を反映していないと

判断された者の腹囲

以外は、対象者全員が

全項目を受けるもの

とする。 

②自覚症状及び他覚症状の有無 問診及び医師による診察 
③身長､体重､腹囲､視力及び聴

力(1000及び4000Hz) 
追加:身長･体重により肥

満度(BMI)算出 
④胸部X線検査 正面 
⑤血圧測定 収縮期血圧 / 拡張期血圧 
⑥貧血検査 血色素量､赤血球数 
⑦肝機能検査 GOT､GPT､γGTP 
⑧血中脂質検査 LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、HDL ｺﾚｽﾃ

ﾛｰﾙ､中性脂肪 

⑨血糖検査 
空腹時血糖又は随時血糖 

HbA1c 
⑩尿検査 尿中糖･蛋白の有無 
⑪心電図検査 胸部12誘導 

県 
追加 
項目 

⑫眼底検査  
⑬血中尿酸値  
⑭腎機能検査 クレアチニン、eGFR 
⑮白血球数  
⑯血小板数  

 
（イ）定期健康診断（法第66条第1項、安衛則44条） 
      ⑮胸部 X 線検査の対象者の３）、⑯心電図検査の２）については、職員健康管理センターが対象者

リストを作成し、健診機関へ提供する。 
検査項目 内容 単価(円) 

(税抜) 
備考 

①既住歴及び業務歴

の調査 
問診 ①受診者全員が

受ける項目一式 
  円 

 
②①に胸部X線

直接撮影のみ追

加の場合 
     円 

対象者全員 

②自覚症状及び他覚

症状の有無 
問診及び医師による診察 問診、自覚症状、他覚症状、既住歴等

から、胸部X線検査、心電図検査の必

要性についての判断を含む 
③身長､体重､腹囲､

視力及び聴力(1000
及び4000Hz) 

追加:身長･体重により肥

満度(BMI)算出 
妊娠しているなど腹囲が内臓脂肪の

蓄積を反映していないと判断された

者の腹囲以外は、対象者全員が全項目

を受けるものとする。 
④血圧測定 収縮期血圧 / 拡張期血圧 対象者全員 
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⑤貧血検査 血色素量､赤血球数  
③①に心電図検

査のみ追加の場

合 
     円 
 
④①に胸部X線

直接撮影及び心

電図検査追加の

場合 
     円 

⑥肝機能検査 GOT､GPT､γGTP 
⑦血中脂質検査 LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、HDL ｺﾚｽﾃ

ﾛｰﾙ､中性脂肪 

⑧血糖検査 
空腹時血糖又は随時血糖 

HbA1c 
⑨尿検査 尿中糖･蛋白の有無 
⑩眼底検査  
⑪血中尿酸値  
⑫白血球数  
⑬血小板数  
⑭腎機能検査 クレアチニン、eGFR 
⑮胸部X線検査 正面 対象者は以下のいずれかに該当する者 

1)4月1日時点の年齢が20歳､25歳､30
歳､35歳､40歳以上の者 
2)看護大学､女性相談所に勤務する者､

保健所の臨床検査技師､診療放射線技

師､感染症担当､結核事務担当 
3)県（産業医）が必要と判断した者 
4)健診診察医が必要と判断した者 
5)直近2週間以上､理由が明らかでない

咳や微熱､体重減少など結核を疑わせ

る症状がある者 
⑯心電図検査 胸部12誘導 

  

対象者は以下のいずれかに該当する者 
1)4月1日時点の年齢が35歳または40歳
以上の者 
2)県（産業医）が必要と判断した者 
3)健診診察医が必要と判断した者 

※胸部X線検査の対象者について、備考の3)県（産業医）が必要と判断した者については健診機関へ送

付する健診対象者名簿に記載する。 
 
（ア）及び（イ）共通 
➀大腸がん検診 便潜血検査2日間法           円 40歳以上で希望する職員 
 
（ウ）特定業務従事者健康診断 (年2回) 
    （法第66条第1項、安衛則45条、安衛則13条第1項第2号に掲げる業務） 
   ① 土石・獣毛業務 
   ② 深夜業務 
   ③ その他必要に応じて、安衛則第13条第1項第2号に掲げる業務従事者がいればそれに対応する健

康診断（ホルムアルデヒド取り扱い業務従事者） 
１回目は定期健康診断と同時に、2回目は11月末までに県が対象者リストを健診機関に提供し、健診機

関の施設で12～1月に実施する。 
※定期健診を人間ドック等の機会で受診する職員については、契約医療機関での特定業務従事者健診

（１回目）は実施しない。 

※受診者は二回目の健診を受ける場合、一回目の健診結果を持参し受診するので、健診機関は確認し、 

二回目の検査を行うこと。 
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検査項目 内容 単価(円) 
(税抜) 

備考 

①既住歴及び業務歴の調

査 
問診  

(１)土石・獣毛業

務 
①定期健診と重複

有りの場合 
②定期健診と重複

無しの場合 
        円 

  
③胸部X線検査を

除いた２回目の健

診の場合 
 
(2)深夜業務従事

者健康診断 
①定期健診と重複

有りの場合 
 
②定期健診と重複

無しの場合 
        円 

 
(3)その他必要に

応じて対応するホ

ルムアルデヒド取

扱業務従事者 
 
①定期健診と重複

有りの場合 
 
②定期健診と重複

無しの場合 
     円 

  
 
 

全員 
・土石･獣毛等のじんあ

いまたは粉末を著しく

飛散する場所における

業務・ホルムアルデヒ

ド取り扱い業務の診

察・問診として下記の

項目を含める 
①咽頭痛､咽頭部違和

感､咳嗽､喀痰､喘鳴､息

切れ､夜間における呼

吸困難等の自覚症状の

有無 
②前回の健康診断又は

診察以降における気管

支炎喘息様発作の発症

状況についての問診 
③眼・鼻・咽頭の粘膜ア

レルギー性炎症等につ

いて 
④胸部理学的検査（視

診、触診､聴診などによ

る他覚所見） 
⑤接触性皮膚炎､湿疹

による皮膚の変化の有

無 

②自覚症状及び他覚症状

の有無 
問診及び医師による診察 

③身長､体重､腹囲､視力

及び聴力 (1000 及び

4000Hz) 

追加：身長･体重により肥

満度(BMI)算出 
妊娠しているなど腹囲

が内臓脂肪の蓄積を反

映していないと判断さ

れた者の腹囲測定以外

は、対象者全員が全項

目を受けるものとす

る。 
④胸部X線検査 正面 年1回は全員必須。 
⑤血圧測定 収縮期血圧 / 拡張期血圧 全員 
⑥貧血検査 血色素量､赤血球数 年１回は全員必須。（年

度 2 回目の受診時は健

診診察医が必要ないと

判断した場合、省略で

きる) 

⑦肝機能検査 GOT､GPT､γGTP 
⑧血中脂質検査 LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､HDL ｺﾚｽﾃ

ﾛｰﾙ､中性脂肪 

⑨血糖検査 空腹時血糖又は随時血糖 

HgA1c 
⑩白血球  
⑪血小板  
⑫尿検査 尿中糖･蛋白の有無 全員 
⑬心電図検査 胸部12誘導 健診診察医が必要ない

と判断した場合､省略

できる。 
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（エ）深夜業務者の自発的健康診断（法第66条第2項、安衛則50条） 
      対象者がいる場合、県から健診機関へ対象者名簿を提供し、健診機関の施設で実施する。 

検査項目 内容 単価(円) 
(税抜) 

備考 

①既往歴及び業務歴

の調査 
問診  受診者全員 

②自覚症状及び他覚

症状の有無 
問診及び医師による診察 

③身長､体重､腹囲､視

力及び聴力(1000及び

4000Hz) 

追加：身長･体重により肥満

度(BMI)算出 
妊娠しているなど腹囲が内臓

脂肪の蓄積を反映していない

と判断された者の腹囲測定以

外は、受診者全員が全項目を

受けるものとする。 
④胸部X線検査 正面 受診者全員 
⑤血圧測定 収縮期血圧 / 拡張期血圧 
⑥貧血検査 血色素量、赤血球数 
⑦肝機能検査 GOT、GPT、γGTP 
⑧血中脂質検査 LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､

中性脂肪  ゙
⑨血糖検査 空腹時血糖又は随時血糖 

HbA1c 
⑩白血球  
⑪血小板  
⑫尿検査 尿中糖・蛋白の有無 
⑬心電図検査 胸部12誘導 

 
（オ）海外派遣労働者健康診断（法第66条第1項、安衛則45条の2） 
 対象者がいる場合、県から健診機関へ対象者名を提供し健診機関の施設で実施する。 

検査項目 内容 単価(円) 
(税抜) 

備考 

① 既住歴及び業務歴の調

査 
問診    円 受診者全員 

②自覚症状及び他覚症状の

有無 
問診及び医師による診察 

③身長､体重､腹囲､視力及び

聴力(1000及び4000Hz) 

追加：身長･体重により肥満

度(BMI)算出 

妊娠しているなど腹囲

が内臓脂肪の蓄積を反

映していないと判断さ

れた者の腹囲測定以外

は、受診者全員が全項目

を受けるものとする。 
④胸部X線検査 正面 受診者全員 
⑤血圧測定 収縮期血圧 / 拡張期血圧 
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⑥貧血検査 血色素量、赤血球数 
⑦肝機能検査 GOT、GPT、γGTP 
⑧血中脂質検査 LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､HDL ｺﾚｽﾃﾛｰ

ﾙ､中性脂肪 
⑨血糖検査 空腹時血糖又は随時血糖 

HbA1c 
⑩白血球数  
⑪血小板数  
⑫尿検査 尿中糖・蛋白の有無 
⑬心電図検査 胸部12誘導 
⑭腹部画像検査 

胃 部 X 線 検 査      

腹部超音波検査 

   円 
         

    円 

県（産業医）または診察

医が必要と判断した場

合に実施する。 
⑮血中尿酸値        円 

⑯B型肝炎ウイルス検査 
B 型肝炎ウイルス抗原･抗

体 
     円 

⑰ABO 式及び Rh 式血液型

検査(派遣前のみ) 
       円 

⑱糞便塗抹検査(帰国時のみ)       円 
※対象者は１月下旬までに健診機関へ報告する。（例年対象者は３人程度）健診機関はセンターより対象者

の報告を受けてから対象者が二週間以内に受診できるようにする。 
（カ）特殊健康診断 (年2回) 
 ① 有機溶剤健康診断 

検査項目 内容・規格 単価(円) 
(税抜) 備考 

診察・問診 (ｱ) 業務の経歴の調査 
(ｲ)･有機溶剤による健康障

害の既往歴の調査 
･有機溶剤による自覚症状及

び他覚症状の既往歴の調査 
･有機溶剤による自覚症状又

は他覚症状と通常認められ

る症状の有無 
(ｳ)作業条件の簡易な調査 

定期健診と

の重複有り

の場合 
     円 
定期健診と

の重複なし

の場合 
     円 

人間ドック等定期健康

診断以外の健診を受診

する職員は、本健康診

断のみを受診する。 

各有機溶剤の検査：取り扱い薬剤に応じて下記の検査を行う 
①ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙ 
②ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉｴﾁﾙｴｰﾃﾙｱｾﾃｰ

ﾄ 
③ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ 
④ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ 

貧血検査   

⑤ｵﾙﾄｰｼﾞｸﾛﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 
⑥ｸﾛﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 
⑦1.2-ｼﾞｸﾛﾙｴﾁﾚﾝ 
⑧ｸﾚｿﾞｰﾙ 

肝機能検査  

⑨ﾄﾙｴﾝ 尿中の馬尿酸      円 
⑩ｷｼﾚﾝ 尿中のﾒﾁﾙ馬尿酸         円 
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⑪1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 尿中のﾄﾘｸﾛﾙ酢酸又は総三

塩化物 
 

⑫N･N-ｼﾞﾒﾁﾙﾎﾙﾑｱﾐﾄ  ゙ 尿中のＮ－ﾒﾁﾙﾎﾙﾑｱﾐﾄﾞ・肝

機能検査 
       円 

⑬ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ 尿中の2・5-ﾍｷｻﾝｼﾞｵﾝ        円 
⑭二硫化炭素 眼底検査  
追加項目 
診察、尿検査、薬剤に応じた

代謝物の量の検査結果で医

師が必要と認めるものは右

の項目を追加する 

(1) 作業条件の調査 円 健診機関の医師が判断

した場合に実施する (2) 貧血検査        円 
(3) 肝機能検査貧血検査        円 
(4) 腎機能検査(尿中の蛋白

の有無の検査を除く) 
       円 

(5) 神経学的検査       円 
  

② 特定化学物質健康診断  

検査項目 内容・規格 単価(円) 
(税抜) 備考 

診察・問診 ・業務の経歴の調査 
・既往歴の調査 
・一般的な問診・診察及び化学物

質による特徴的な自覚症状又は

他覚症状と通常認められる症状

の有無 
・作業条件の簡易な調査 

定期健診と

の重複有り

の場合 
円 

定期健診と

の重複なし

の場合 
       円 

取り扱う特定化学物質に

よる特定の注目すべき自

覚症状、他覚症状（皮膚所

見等）についての所見を含

む 

各種特定化学物質ごとの検査：取り扱い薬剤に応じて下記の検査を行う 

検査項目 内容・規格 単価(円) 
(税抜) 備考 

血圧 収縮期血圧／拡張期血圧        円 取り扱う化学物質によっ

て必要な検査を実施する

こと 
＊血圧、尿蛋白・尿糖、肝

機能検査、白血球数、胸部

X線検査など、雇入時健康

診断または定期健康診断

を受けていて重複する場

合の検査は 1 回のみとす

る。 
 
※特定物質の種類につい

ては別紙参照。 

尿検査 蛋白・潜血・糖・ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ       円 

尿沈渣       円 

肝機能検査 血清総ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ       円 

GOT、GPT、γGTP、 円 

ALP       円 

肺機能検査 肺活量        円 

血算 赤血球数       円 

白血球数       円 

握力  円 

胸部X線検査         円 
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尿中マンデル酸  円 

血清ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾ  ゙
 

  

尿中ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸又は総

三塩化物の量の検査 
        円 

＊特定化学物質健康診断における二次健康診断については、医師が必要と認めた場合にその検査項目と見

積もりについてその都度職員健康管理センターへ提示する。 
③ 電離放射線業務従事者健康診断 
  1回目は健診機関で実施。 
  2回目は県産業医が、問診から診察･血液検査が必要と判断した者が受ける。 

検査項目 内容・規格 単価(円) 
(税抜) 備考 

問診・診察 被爆歴の有無の検査 
自覚症状の有無 
白内障に関する眼の検査 
皮膚の検査 

円  

血液検査 赤血球数 
血色素量 
ヘマトクリット値 
白血球数 
白血球百分率 

④ その他、新たにじん肺健康診断および高気圧作業従事者健康診断、鉛健康診断、四ｱﾙｷﾙ鉛健康診

断、歯科健康診断、石綿健康診断等、法令で義務づけられている特殊健康診断が必要な場合は、別途、

協議する。これらの健診については、法定に定められた検査項目、記録様式等に従い実施する。 
 
（キ）その他知事が認める健康診断 
  ① 有機リン剤取扱者健康診断（年2回） 

内容・規格 単価(円) 
(税抜) 備考 

検査･診察等 (ｱ) 血清ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ活性値 
(ｲ) 多汗､縮瞳､眼瞼及び顔面の筋

線維性攣縮 
(ｳ) 業務の経歴の調査､自覚症状

及び他覚症状の検査 
 

定期健診との重複有

りの場合 
              円 
定期健診との重複無

しの場合        円 

人間ドック等定期健康

診断以外の健診を受診

する職員は、本健康診断

のみを受診する。 

 ② 血液取り扱い業務従事者健康診断 
      年1回以内、雇い入れ時健診または定期健康診断と同時に実施。 
      対象者は県が健診機関へリスト提供。 

検査項目 内容 単価(円) 
(税抜) 

備考 

B型肝炎ウイルス検査 B 型肝炎ウイルス抗原･抗

体検査 
        円 人間ドック等定期健康診断以外

の健診を受診する職員は､本健

康診断のみを受診する。 
 
 （その他） 

簡易書留料金 円(税込み) 
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 (別紙)特定化学物質リスト（特定化学物質等障害防止規則第３９条にて指定されている物

質） 

 

＜第１類特定化学物質＞ 

1. ジクロルベンジジン及びその塩 2. アルフア-ナフチルアミン及びその塩 3. 塩素化ビフエニル

（別名PCB）4. オルト-トリジン及びその塩 5. ジアニシジン及びその塩 6. ベリリウム及びその化合

物 7. ベンゾトリクロリド 8. 1. から6. までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は7. に

掲げる物をその重量の0.5%を超えて含有する製剤その他の物（合金にあっては、ベリリウムをその重量

の3%を超えて含有するものに限る。） 

 

＜第２類特定化学物質＞ 

1. アクリルアミド 2. アクリロニトリル 3. アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル

基である物に限る。）3 の2. インジウム化合物 3 の3. エチルベンゼン 4. エチレンイミン 5. エ

チレンオキシド 6. 塩化ビニル 7. 塩素 8. オーラミン 8 の2. オルト-トルイジン 9. オルト-フ

タロジニトリル 10. カドミウム及びその化合物 11. クロム酸及びその塩 11 の2. クロロホルム 

12. クロロメチルメチルエーテル 13. 五酸化バナジウム 13 の2. コバルト及びその無機化合物 14. 

コールタール 15. 酸化プロピレン 15 の2. 三酸化二アンチモン 16. シアン化カリウム17. シアン

化水素 18. シアン化ナトリウム 18 の2. 四塩化炭素 18 の3. 1,4-ジオキサン 18 の4. 1,2-ジク

ロロエタン 19. 3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフエニルメタン 19 の2. 1,2-ジクロロプロパン 

19 の3. ジクロロメタン 19 の4. ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト（DDVP） 19 の5. 1,1-

ジメチルヒドラジン 20. 臭化メチル 21. 重クロム酸及びその塩 22. 水銀及びその無機化合物（硫

化水銀を除く。） 22の2. スチレン 22の3. 1,1,2,2-テトラクロロエタン 22の4. テトラクロロエチ

レン 22の5. トリクロロエチレン 23. トリレンジイソシアネート 23の2. ナフタレン 23の3. ニツ

ケル化合物（24. に掲げるものを除き、粉状の物に限る。）24. ニツケルカルボニル 25. ニトログリ

コール 26. パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン 27. パラ-ニトロクロルベンゼン 27の2. 砒素及びそ

の化合物（アルシン及び砒化ガリウムを除く。） 28. 弗化水素 29. ベータ-プロピオラクトン 30. 

ベンゼン 31. ペンタクロルフエノール（別名PCP）及びそのナトリウム塩 31の2. ホルムアルデヒド 

32. マゼンタ 33. マンガン及びその化合物（塩基性マンガンを除く。） 33の2. メチルイソブチルケ

トン 34. 沃化メチル 34の2.溶接ヒューム 34の3.リフラクトリーセラミックファイバー 35. 硫化

水素 36. 硫酸ジメチル 37. 1. から36. までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令

で定めるもの 

 

＜第３類特定化学物質＞ 

1. アンモニア 2. 一酸化炭素 3. 塩化水素 4. 硝酸 5. 二酸化硫黄 6. フエノール 7. ホスゲン 

8. 硫酸 

9. 1. から8. までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの 

 


